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（宿舎等勘定）

（単位：円）

貸借対照表
（　平成３１年３月３１日　）

資産の部

　　　　現金及び預金 31,387,623,623
　Ⅰ　流動資産

　　　　未収消費税等 581,197,173
　　　　未収金 371,097,589

　　　　前払費用 2,594,160

　　　　　　　流動資産合計 32,342,512,545

　　　　　建物 1,675,302,551
　　　　　　減価償却累計額 △ 748,613,637

　Ⅱ　固定資産
　　１　有形固定資産

　　　　　　減価償却累計額 △ 35,588,748
　　　　　　減損損失累計額 △ 15,473,839 9,219,294

　　　　　　減損損失累計額 △ 617,130,744 309,558,170
　　　　　構築物 60,281,881

　　　　　車両運搬具 25,479,521

　　　　　工具器具備品 36,730,850
　　　　　　減価償却累計額 △ 32,363,295 4,367,555

　　　　　　減価償却累計額 △ 18,755,322 6,724,199

　　　　　土地 2,348,524,827
　　　　　　減損損失累計額 △ 123,224,717 2,225,300,110

　　２　無形固定資産

　　　　　　　有形固定資産合計 2,555,169,328

　　　　　電話加入権 1,316

　　３　投資その他の資産

　　　　　　　無形固定資産合計 1,316

　　　　　破産更生債権等 2,086,635,927
　　　　　　貸倒引当金 △ 2,086,635,927 0
　　　　　差入保証金 10,000,000

　　　　　　　投資その他の資産合計 10,000,000

　　　　　　　固定資産合計 2,565,170,644

　　　　　　　資産合計 34,907,683,189



（宿舎等勘定）

（単位：円）

貸借対照表
（　平成３１年３月３１日　）

負債の部

　Ⅰ　流動負債
　　　　未払金 457,205,578
　　　　未払費用 4,108
　　　　前受金 21,457,091
　　　　預り金 1,902,229,876
　　　　引当金
　　　　　賞与引当金 12,088,123 12,088,123
　　　　資産除去債務 62,591,530

　　　　　　　流動負債合計 2,455,576,306

　Ⅱ　固定負債
　　　　長期預り金 15,159,414
　　　　引当金
　　　　　退職給付引当金 181,839,360 181,839,360
　　　　資産除去債務 475,727,926

　　　　　　　固定負債合計 672,726,700

　　　　　　　負債合計 3,128,303,006

純資産の部

　Ⅰ　資本金
　　　　政府出資金 3,536,427,835

　　　　　　　資本金合計 3,536,427,835

　Ⅱ　資本剰余金
　　　　損益外減価償却累計額（△） △ 780,104,317
　　　　損益外減損損失累計額（△） △ 755,829,300
　　　　損益外利息費用累計額（△） △ 35,088,643

　　　　　　　資本剰余金合計 △ 1,571,022,260

　Ⅲ　利益剰余金
　　　　前中期目標期間繰越積立金 29,813,974,608
　　　　当期未処分利益 0
　　　　（うち当期総利益　0　）

　　　　　　　利益剰余金合計 29,813,974,608

　　　　　　　負債純資産合計 34,907,683,189

　　　　　　　純資産合計 31,779,380,183



（宿舎等勘定）

（単位：円）

　　　　　　　経常損失 △ 789,698,259

　　　　　　　経常収益合計 1,071,825,127

　　　雑益 28,996,542

　　　国庫納付控除金収益 466,063,490

　　　　宿舎等業務収益 576,765,095 576,765,095
　　　業務収益

　　経常収益

　　　　　　　経常費用合計 1,861,523,386

　　　　退職給付費用 81,900
　　　　その他の一般管理費 90,093,654 97,504,167

　　　一般管理費
　　　　人件費 7,328,613

　　　　その他の業務費 613,771,933 1,764,019,219

　　　　賞与引当金繰入 12,088,123
　　　　退職給付費用 1,997,414

　　　　減価償却費 10,785,899
　　　　貸倒引当金繰入 115,337,165

　　　　業務委託費 869,793,427

　　　業務費

損益計算書
（　平成３０年４月１日　～　平成３１年３月３１日　）

　　経常費用

　　臨時損失

　　　　人件費 140,245,258

　　　固定資産売却損 3,694,998

　　　国庫納付金 11,664,327

15,359,326

△ 805,057,585

　　当期総利益 0

　　前中期目標期間繰越積立金取崩額 805,057,585

　　当期純損失

　　　　　　　臨時損失合計

　　　固定資産除却損 1



（宿舎等勘定）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　業務費及び一般管理費による支出 △ 2,185,522,207
　　人件費支出 △ 206,404,107
　　その他預り金支出 △ 169,313,969
　　業務収入 957,277,737
　　その他預り金収入 65,214,541
　　その他業務収入 27,762,450

小計 △ 1,510,985,555

　　国庫納付金の支払額 △ 13,209,000

　　業務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,524,194,555

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の売却による収入 1,085,124,300

　　投資活動によるキャッシュ・フロー 1,085,124,300

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　政府出資の払戻による支出 △ 1,138,324,935

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,138,324,935

Ⅳ　資金減少額 △ 1,577,395,190

Ⅴ　資金期首残高 32,965,018,813

Ⅵ　資金期末残高 31,387,623,623

キャッシュ・フロー計算書
（　平成３０年４月１日　～　平成３１年３月３１日　）



（宿舎等勘定）

（単位：円）

Ⅰ 当期未処分利益 0
　　　当期総利益 0

Ⅱ 利益処分額
　　　積立金 0

利益の処分に関する書類



（宿舎等勘定）

（単位：円）

Ⅰ　業務費用
　　(1) 損益計算書上の費用
　　　　業務費 1,764,019,219
　　　　一般管理費 97,504,167
　　　　臨時損失 15,359,326 1,876,882,712

　　(2) （控除）自己収入等
　　　　業務収益 △ 576,765,095
　　　　雑益 △ 28,996,542 △ 605,761,637

　　業務費用合計 1,271,121,075

Ⅱ　損益外減価償却相当額 △ 236,201,500

Ⅲ　損益外減損損失相当額 663,361,955

Ⅳ　損益外利息費用相当額 △ 89,317,178

Ⅴ　損益外除売却差額相当額 6,521,253,304

Ⅵ　引当外退職給付増加見積額 10,666,830

Ⅶ　機会費用
　　政府出資又は地方公共団体
　　出資等の機会費用 0

　　機会費用の合計 0

Ⅷ　（控除）国庫納付額 △ 11,664,327

Ⅸ　行政サービス実施コスト 8,129,220,159

行政サービス実施コスト計算書
（　平成３０年４月１日　～　平成３１年３月３１日　）



（宿舎等勘定） 

重要な会計方針 

 

 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立

行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するＱ＆Ａ」（平成28年2月改訂）（以下「独立行政

法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。 

 

 １．減価償却の会計処理方法 

   有形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用しております。 

   なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

     建物             3～50年 

     構築物            3～60年 

     車両運搬具          4～ 6年 

     工具器具備品         5～15年  

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第87）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用

等（独立行政法人会計基準第91）に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資

本剰余金から控除して表示しております。 

 

 ２．貸倒引当金の計上基準 

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等  

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

 ３．賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 

役職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上して

おります。 

 

 ４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法 

役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては期間定額基準によっております。 

過去勤務費用は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

なお、行政サービス実施コスト計算書の引当外退職給付増加見積額における、退職一時金制度に係

る増加見積額については、事業年度末に在職する役職員に係る退職給付見積額の増加額から、事業年

度中の退職者に係る前期末退職給付見積額を控除して算定しております。 

 

５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

平成 31 年 4月 5 日付け事務連絡「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いに

ついて（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）および平成 28 年 4 月 1

日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸

表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省

行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、0％で計算しております。 



（宿舎等勘定） 

 ６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金は、手許現金及び随時引き出し可能な預金からなっており

ます。 

 

 ７．消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

  



（宿舎等勘定） 

注記事項 

 

〔損益計算書関係〕 

  ・業務費 人件費の内訳 

給与及び手当 119,460,270円 

法定福利費（職員） 20,295,585円 

退職手当（職員） 489,403円 

 

  ・その他の業務費のうち主要な費目及び金額 

租税公課 218,965,052円 

賃借料 194,439,745円 

雑役務費 77,529,654円 

立ち退き料 71,265,700円 

保守料 23,508,609円 

  

  ・一般管理費 人件費の内訳 

給与及び手当 5,962,618円 

法定福利費（職員） 1,072,027円 

役員報酬 261,505円 

法定福利費（役員） 30,555円 

退職手当（職員） 1,908円 

 

  ・その他の一般管理費のうち主要な費目及び金額 

租税公課 55,259,221円 

謝金 14,720,821円 

備品費 5,286,138円 

雑役務費 4,901,592円 

光熱水道料 2,036,568円 

 

  ・雑益のうち主要な費目及び金額 

その他の雑収入 21,263,411円 

貸倒引当金戻入 5,043,862円 

延滞利息 1,381,097円 

職員宿舎使用料 696,948円 

電柱等土地敷地使用料 605,054円 

 
〔キャッシュ・フロー計算書関係〕 

  ・資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 31,387,623,623円 

資金期末残高 31,387,623,623円 

 

 

 



（宿舎等勘定） 

〔行政サービス実施コスト計算書関係〕 

  ・引当外退職給付増加見積額の算定基礎 

(退職一時金制度)期末在職者に係る退職給付見積額の増加額 10,666,830円 

(退職一時金制度)期中退職者に係る前期末退職給付見積額（△）  0円 

(企業年金基金制度)年金債務に係る退職給付見積額の増加額  0円 

行政サービス実施コスト計算書の引当外退職給付増加見積額 10,666,830円 

    このうち、国からの出向者に係る引当外退職給付増加見積額は10,666,830円であります。 

 

〔金融商品関係〕 

  １．金融商品の状況に関する事項  

当機構では、余裕金の運用については独立行政法人通則法第 47 条の規定に定める金融商品に限

定しており、株式等は保有しておりません。  

未収金等に係る債務者の信用リスクは、会計規程等に沿ってリスク低減を図っております。 

２．金融商品の時価等に関する事項  

平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま

せん（（注2）参照）。 

 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1) 現金及び預金 31,387,623,623円 31,387,623,623円 － 

(2) 未収金 371,097,589円 371,097,589円 － 

資産 計 31,758,721,212円 31,758,721,212円 － 

(1) 未払金 (457,205,578円) (457,205,578円) － 

(2) 預り金 (1,902,229,876円) (1,902,229,876円) － 

負債 計 (2,359,435,454円) (2,359,435,454円) － 

(注) 負債に計上されるものは（ ）で示しております。 

 

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項  

○資産 

(1) 現金及び預金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

(2) 未収金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。  

○負債 

(1) 未払金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

(2) 預り金  

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

 

 



（宿舎等勘定） 

（注2）時価を把握することが極めて困難な金融商品に関する事項 

     差入保証金（貸借対照表計上額10,000,000円）及び長期預り金（貸借対照表計上額15,159,414

円）については、市場価格がなく、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。 
 

〔賃貸等不動産関係〕 

１．賃貸等不動産の概要 

    当機構は、賃貸等不動産として雇用促進住宅を全国28箇所に有しております。 

    雇用促進住宅は、昭和36年度から労働者の地域間及び産業間の移動の円滑化を図ることを目的に

設置運営してきましたが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成14年法律第165

号。以下「機構法」といいます。）附則第 5 条に基づき譲渡又は廃止を図るとともに、それまでの

間の管理運営を行っているところです。 

    なお、雇用促進住宅の譲渡・廃止については、「規制改革推進のための3か年計画」（平成19年6

月 22 日閣議決定）により、民間事業者の知見・ノウハウを活用し住宅の売却方法について常に工

夫を行いつつ、譲渡を着実に推進し、これを可能な限り前倒しできるよう取り組み、遅くとも令和

3年度までにすべての譲渡・廃止を完了することとされております。 

    当機構では、遅くとも令和3年度までにすべての雇用促進住宅の譲渡・廃止を完了することを決

定し、譲渡等業務を進めているところであり、平成28年度から平成29年度にかけて全国1,107住

宅を東西2ブロックに分割し、それぞれ一括で売却することとした一般競争入札を行ったところで

す。 

西ブロックについては平成 28年度に売買契約が成立し、平成 29年 3月 31日に 566住宅、平成

29年度中に 16住宅、平成 30年度中に 12住宅の引渡しを行っております。なお、東長崎宿舎（長

崎県）については、条件不成就につき契約解除となったため、解除後に単独で一般競争入札を行い、

売買契約が成立したことから平成30年度に引渡しを行っております。 

東ブロックについては、平成29年度に売買契約が成立し、平成29年10月31日に473住宅、平

成30年度中に34住宅の引渡しを行っております。 

また、上記以外に平成 30 年度においては、地方公共団体や民間事業者へ 5 住宅の引き渡しを行

っております。 

現在保有している 28 住宅についても、引き続き譲渡等業務を進めていくこととし、譲渡または

廃止するまでの間の管理運営を行っていくこととしております。 
 

２．賃貸等不動産の時価の把握について 

 当機構が保有する雇用促進住宅については、閣議決定等に基づき譲渡・廃止を進めつつも、入居

者に対する住宅供給サービスを維持する必要があるため、通常の賃貸物件と同様の売却を行うこと

が下記のとおり制約されており、実際の譲渡価額が鑑定評価額と乖離することが見込まれているこ

と、また、自由な処分及び収益を前提とした売却が想定されていないことから、適正な時価を把握

することは困難であると判断しております。(下記3において、参考値として土地及び建物の固定資

産税評価額を開示しております。) 

 なお、譲渡の蓋然性が高いと判断された雇用促進住宅については、譲渡契約に基づく価格を時価

として減損損失を計上し、貸借対照表計上額と時価は一致しております。 
 

【雇用促進住宅売却時の条件】 

①  地方公共団体等の要望により設置された経緯を踏まえて、設置市町村に対して現入居者の受入

を前提とした譲渡協議を行っており、公的な住宅として10年間利用することを条件に一定の減額

措置（国有財産特別措置法に基づく国有財産の売却に準じた方法）を講じた上で譲渡することと

しております。 



（宿舎等勘定） 

②  民間事業者への譲渡にあたっては、入居者保護を図る観点から、事前に入居者説明会等を行っ

た上で一般競争入札を実施することとしており、併せて10年間の転売禁止、入居者の賃貸条件変

更禁止といった保護規定を設けた上で売却することとしております。 

 

３．貸借対照表計上額及び固定資産税評価額 

科目 
貸借対照表計上額 固定資産税評価額

（参考値） 前期末残高 当期増減額 当期末残高 

土地 6,375,487,434円 △4,150,187,324円 2,225,300,110円 2,373,729,068円 

建物 4,903,737,314円 △4,594,179,144円 309,558,170円 1,912,307,789円 
※貸借対照表計上額は、減価償却累計額及び減損損失累計額控除後の金額です。 

※固定資産税評価額は、平成30年1月1日現在の課税標準額です。 

※当事業年度における主な減少事由は、減価償却、減損損失及び固定資産の売却によるものです。 

 

４．賃貸等不動産に関する収益及び費用等の状況 

賃貸等不動産に関する当事業年度における業務収益は576,765,095円であり、業務費用は 

2,191,179,674 円（うち、損益外減価償却相当額△236,201,500 円、損益外減損損失相当額

663,361,955円）です。 

    なお、雇用促進住宅の処分により、損益外除売却差額相当額6,521,253,304円が生じております。

  

〔雇用促進住宅の処分に係る会計処理について〕 
   雇用促進住宅の処分を行った場合については、機構法附則第5条第6項に基づき、資本金を減少さ

せる会計処理を行っております。また、当該処分に係る収入については、同条第4項に基づき、厚生

労働大臣が定める額を控除して国庫納付を行っております。 

なお、当該控除額を負債の部に「国庫納付控除金預り金」として計上し、当該控除の目的に従った

業務の進行に応じて、「国庫納付控除金収益」として収益化しております。 

   当事業年度における会計処理額は以下のとおりです。 

 

１．資本金の推移 

    雇用促進住宅の処分を行ったことに伴う、当事業年度における宿舎等勘定の資本金（政府出資金）

の推移及びその内訳は以下のとおりです。 

当事業年度期首の資本金額 12,914,233,795円 

当期増加額 

当期減少額 

0円 

9,377,805,960円 

当事業年度期末の資本金額 3,536,427,835円 

      （減少額の内訳） 

建   物（泉野宿舎外  51件） 5,231,683,335円 

構 築 物（泉野宿舎外  49件） 119,160,018円 

土   地（泉野宿舎外  50件） 4,026,962,607円 

資本金の減少額 9,377,805,960円 

 

 

 

  



（宿舎等勘定） 

２．雇用促進住宅の処分により生じた収入等に係る会計処理について 

    （１）当事業年度に雇用促進住宅の処分により生じた収入額           1,278,306,073円 
  

    （２）当事業年度に国庫納付控除金預り金として計上した額（機構法附則第5条第4項に基づき厚生

労働大臣が定め譲渡収入から控除された額）                 466,063,490円 
 

    （３）当事業年度に国庫納付控除金収益として収益化した額及び国庫納付控除金預り金の残高 

発生年度 
国庫納付控除金 

預り金期首残高 

国庫納付控除金 

預り金増加額 

国庫納付控除金 

収益への振替額 

国庫納付控除金 

預り金期末残高 

平成30年度 0円 466,063,490円 466,063,490円 0円 

 

  （４）当該事業年度に国庫納付した額（機構法附則第5条第4項に基づき処分により生じた収入の総

額から厚生労働大臣が定める額を控除した残余の額）     1,138,324,935円（現金納付） 

（うち前事業年度の処分により生じた国庫納付額 501,241,950円） 
 

 〔資産除去債務関係〕 

  １．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

（１）当該資産除去債務の概要 

①石綿障害予防規則（平成17年2月24日公布）に基づく処理義務 

     当機構が保有している一部の固定資産にはアスベスト（石綿）が使用されており、除去につい

て石綿障害予防規則に基づく処理が義務付けられていることから、当該法的義務に係る資産除去

債務を計上しております。 

②不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務 

 当機構が雇用促進住宅の設置に伴い締結している一部の不動産賃貸借契約等に基づく原状回

復義務のうち、その履行期間が明らかになったものについて、当該義務に係る資産除去債務を計

上しております。 
 

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法 

①石綿障害予防規則（平成17年2月24日公布）に基づく処理義務 

使用見込期間は、雇用促進住宅の譲渡等の期限である令和3年度末と耐用年数満了のいずれか

先に到来する時点まで（1年から 3年）を使用見込期間としております。資産除去債務の算定に

あたり、割引率は1.06％から1.93％を適用しております。 

②不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務 

使用見込期間は、令和元年度まで（1年）としております。資産除去債務の算定にあたり、割

引率は-0.155％を適用しております。 

 

（３）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

     当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。 

期首残高 1,285,997,510円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 － 

見積りの変更による影響額 △765,105,833円 

時の経過等による調整額 17,427,779円 

資産除去債務の履行による減少額 － 

当事業年度末残高 538,319,456円 



（宿舎等勘定） 

（４）当該資産除去債務の見積りの変更 

石綿障害予防規則（平成17年2月24日公布）に基づく処理義務 

    資産除去債務を計上していた雇用促進住宅のうち26住宅について、当事業年度にアスベストの

除去を要しない譲渡取引を行うことが決定したため、資産除去債務を減少させております。これ

による影響額は、△765,105,833円であります。 

 

２．資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの 

    当機構が雇用促進住宅の設置に伴い締結している一部の不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義

務については、当該義務に関連する賃借資産の使用期間が明確ではなく、将来移転する予定もない

ことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、履行時期が明らかにな

ったものを除き、当該義務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 

〔減損損失関係〕 

  【減損の兆候に関する事項】 

   当事業年度における減損の兆候については以下のとおりです。 

  １．雇用促進住宅 

  （１）兆候の対象資産及び経緯 

用途 種類 場所 

雇用促進住宅 土地、建物等 神奈川県茅ヶ崎市外22箇所 

     雇用促進住宅の概要については、〔賃貸等不動産関係〕１．賃貸等不動産の概要を参照してくだ

さい。 

 

  （２）使用しなくなる日 

     雇用促進住宅の譲渡・廃止の時期は、今後譲渡交渉を進める中で決まっていくこととなります。 

     雇用促進住宅の譲渡･廃止については、〔賃貸等不動産関係〕１.賃貸等不動産の概要に掲記して

おります。 

 

  （３）使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額 

     雇用促進住宅（当事業年度末帳簿価額：土地2,217,040,441 円、建物等280,301,396 円）につ

いては、譲渡・廃止の条件・時期が個別に決定するまでは回収可能サービス価額及び減損額の見

込額を算出することができません。 

 

【減損の認識に関する事項】 

   当事業年度において、以下のとおり減損損失を計上しております。 

  １．減損認識の対象資産 

用途 種類 場所 帳簿価額 

雇用促進住宅 土地、建物等 埼玉県深谷市外３箇所 736,266,565円 

     なお、帳簿価額については、減損認識前の期末帳簿価額を記載しております。 

 

  ２．減損の認識に至った経緯 

    施設の用途廃止、市場価格の著しい下落により減損を認識しております。   

 

 

 



（宿舎等勘定） 

  ３．減損損失の金額 

区  分 
損益計算書に 

計上していない金額 

損益計算書に 

計上した金額 
合計 

土  地 123,224,717円 0円 123,224,717円 

建 物 等 566,306,119円 0円 566,306,119円 

合  計 689,530,836円 0円 689,530,836円 

 

４．減損損失額の測定方法 

正味売却価額により測定し、譲渡契約に基づく価額等によっております。 

 

〔退職給付債務関係〕 

 １．採用している退職給付制度の概要 

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度として、企業年金

基金制度及び退職一時金制度を採用しております。企業年金基金制度（積立型制度である。）では、

給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度で

ある。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。 

企業年金基金制度では、労働関係法人企業年金基金に加入しております。同基金は、平成29年4

月 1日に労働関係法人厚生年金基金から移行したものであります。なお、同厚生年金基金の代行部

分については、平成 28年4月 1日付で、将来分支給義務免除の認可を受けており、平成 29年 3月

31日付で、過去分支給義務免除の認可を受けております。 

 

 ２．確定給付制度 

 （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務    294,066,921円               

勤務費用 7,772,888円 

利息費用 180,292円 

数理計算上の差異の当期発生額 24,337,612円 

退職給付の支払額 △29,690,637円 

期末における退職給付債務 296,667,076円 

 

（２）年金資産の期首残高と期末残高の調整表   

期首における年金資産   150,369,139円 

期待運用収益 683,378円 

数理計算上の差異の当期発生額 △5,606,407円 

事業主からの拠出額 3,115,242円 

退職給付の支払額 △2,474,450円                  

期末における年金資産 146,086,902円 

 

 

 

 

 

 



（宿舎等勘定） 

（３）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

積立型制度の退職給付債務 173,015,391円 

年金資産 △146,086,902円 

積立型制度の未積立退職給付債務 26,928,489円           

非積立型制度の未積立退職給付債務 123,651,685円          

小 計 150,580,174円           

未認識数理計算上の差異 7,515,028円 

未認識過去勤務費用 23,744,158円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 181,839,360円 

退職給付引当金 181,839,360円 

前払年金費用         ― 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 181,839,360円 

 

（４）退職給付に関連する損益 

勤務費用     7,772,888円 

利息費用      180,292円 

期待運用収益 △683,378円 

数理計算上の差異の当期の費用処理額 △2,305,584円 

過去勤務費用の当期の費用処理額 △2,884,904円 

合 計 2,079,314円 

     

（５）年金資産の主な内訳 

       年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。 

債券 15.4％ 

株式 3.6％ 

預金 6.0％ 

代行返上に伴う責任準備金前納額 68.6％ 

その他 6.4％ 

合 計 100％ 

 

（６）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

      年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金

資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

 

（７）数理計算上の計算基礎に関する事項 

      期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。） 

      割引率  0.000％（一時金） 

          0.275％（年金） 

      長期期待運用収益率  1.930％ 

  

〔重要な債務負担行為〕 
   該当する事項はありません。 
 
 



（宿舎等勘定） 

〔重要な後発事象〕 
   該当する事項はありません。 


	貸借対照表
	損益計算書
	キャッシュ・フロー計算書
	利益の処分に関する書類
	行政サービス実施コスト計算書
	重要な会計方針
	注記事項



